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　介護保険行政の円滑な実施につきましては，日
頃から御尽力賜り厚く御礼申し上げます。
　「科学的介護情報システム（ＬＩＦＥ）」（以下
「ＬＩＦＥシステム」という。）につきましては，
「令和６年４月からの「科学的介護情報システム
（ＬＩＦＥ）」の稼働等について」（令和６年４月
18日付け事務連絡）でお示ししたとおり，令和６
年４月22日（月）より新ＬＩＦＥシステムの一部
機能について稼働を開始しております。
　新ＬＩＦＥシステムの利用については，電子請
求受付システム（介護）を利用するため，電子請
求受付システム（介護）を使用した介護給付費の
請求（以下「インターネット請求」という。）の
利用が必要であることをお示ししているところで
すが，令和６年８月１日までにやむを得ない事情
からインターネット請求の利用を開始できない事
業所については，経過措置として管理ユーザアカ
ウント情報を発行・郵送することといたします。
　つきましては，経過措置の詳細について，下記
のとおりお示ししますので，各都道府県のご担当
者におかれましては，内容についてご了知の上，
貴管内の介護事業者，市町村，関係団体，関係機
関等へ周知いただくとともに，貴管内の介護事業
者が可能な限り早期にインターネット請求へ移行
できるようご協力をお願いいたします。

　新ＬＩＦＥシステムをご利用いただくために
は，電子請求受付システム（介護）にて認証を行
い，管理ユーザの設定を行う必要があります。令
和６年度介護報酬改定に対応したＬＩＦＥデータ
は令和６年８月１日から登録が可能となります
が，手続きの遅延等のやむを得ない事情からイン
ターネット請求が開始できない事業所であって，
以下の条件のいずれにも該当する事業所について
は，当該事業所からの申請に基づき，管理ユーザ
アカウント情報（ＩＤ，初期パスワード）の発
行・郵送を行い，インターネット請求に移行する
までの間の新ＬＩＦＥシステムの利用を可能とし
ます。
＜経過措置の対象となる事業所の要件＞
①�　旧ＬＩＦＥシステムを利用し，ＬＩＦＥデー

記
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タの提出を行っていた実績があること。
　※　新規利用の事業所は対象外となります。
②�　従前からＣＤ-Ｒ・紙により介護給付費の請
求を行っていること。
　※�　本経過措置を申請しようとする事業所が，
ＣＤ-Ｒ・紙により介護給付費を請求してい
るか否かについては，必ず事業所の請求担当
者にご確認ください。

③�　旧ＬＩＦＥシステムで管理ユーザが利用して
いた端末を新ＬＩＦＥシステムでも継続利用す
ること。
④　以下のいずれかに該当すること。
　⑴�　令和６年12月31日までにインターネット請
求の利用の開始を予定していること。

　⑵�　令和６年12月31日までに事業所を廃止済又
は廃止予定であるが，ＬＩＦＥデータの提出
が必要であること。

　以下の申請期間内にＬＩＦＥシステムのお問い
合わせフォームからＬＩＦＥヘルプデスクへ申請
を行ってください。申請受理後，管理ユーザのア
カウント情報（ＩＤ，初期パスワード）を簡易書
留にて郵送いたします。
＜申請受付期間＞
令和６年６月17日（月）〜令和６年７月15日（月）
　※�　申請受付の状況によっては，管理ユーザア
カウント情報の発行・郵送までにお時間がか
かる場合がありますので，お早めの申請をお
願いいたします。

○�　新ＬＩＦＥシステムは，管理ユーザのパスワ
ードを紛失した場合，パスワードのリセットに
は電子請求受付システム（介護）の認証が必要
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【ＬＩＦＥヘルプデスク　お問い合わせフォーム】
　経過措置の申請については，新ＬＩＦＥシ
ステムにアクセスし，ログイン前の「お問い
合わせの方へ」〔→別紙ｐ.２〕から，経過措置
の申請を行う旨をお問い合わせ内容に記載
し，送信してください。
　新ＬＩＦＥシステム：アクセス先ＵＲＬ
　https://life-web.mhlw.go.jp/home
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「科学的介護情報システム（ＬＩＦＥ）」の電子請求受付
システム利用に伴う経過措置について
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Ⅲ 事務処理手順・様式例
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となります。インターネット請求へ移行する前
の時点で管理ユーザのパスワードを紛失した場
合は，パスワードのリセットができなくなりま
すので，発行された管理ユーザアカウント情報
（ＩＤ，パスワード）は厳重に管理・保管して
ください。
○ 新ＬＩＦＥシステムは，管理ユーザの端末を
追加・交換する場合に，電子請求受付システム
（介護）の認証が必要となります。そのため，
インターネット請求に移行する前の時点で管理
ユーザの端末を交換した場合は，新ＬＩＦＥシ
ステムのご利用ができなくなりますので，イン
ターネット請求への早期の移行をお願いいたし
ます。
○ 本経過措置により，管理ユーザアカウント情
報を発行する場合であっても，個人情報の移行
には旧ＬＩＦＥシステムのバックアップファイ
ルが必要となります。そのため，旧ＬＩＦＥシ
ステムでのバックアップファイル取得をシステ
ム停止予定日の令和６年７月31日（水）までに
行ってください。
○ インターネット請求に移行した場合であって
も，新ＬＩＦＥシステムのバックアップファイ
ルが無い場合は，データを復旧できなくなるた
め，新ＬＩＦＥシステム利用開始後は，バック
アップファイルは頻回に取得いただき，管理ユ
ーザの端末以外にコピーしてください。

① 経過措置に関するお問い合わせについて
経過措置に関するお問い合わせについては，
以下までお問い合わせください。

② 電子請求受付システム（介護）に関わるお問
い合わせについて
電子請求受付システム（介護）の利用申請及
び操作方法については，以下までお問い合わせ
ください。

以上
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【ＬＩＦＥヘルプデスク　お問い合わせフォーム】
　新ＬＩＦＥシステムにアクセスし，ログイ
ン前の「お問い合わせの方へ」から，お問い
合わせください。
　新ＬＩＦＥシステム：アクセス先ＵＲＬ
　https://life-web.mhlw.go.jp/home

【共通ログインサポート窓口】
　電話番号：0570-000-887
E-mail：kyotsu-login@support-e-seikyuu.jp
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